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令和３年 第１回宮崎市教育委員会定例会会議録

１ 日 時 令和３年１月２０日（水） １３：４０～１５：００

２ 場 所 教育委員会室

３ 出席者 【教育長・教育委員】

西田教育長、 門代表教育委員、柳田委員、片山委員

【事務局】

迫田教育局長

（企画総務課) 川辺課長、井上補佐、河野室長、堀指導主事、

鬼束主任主事、三角主任主事、河野主事

（学校施設課）野口課長

（学校教育課）牧野課長、川平補佐

（教育情報研修センター）冨田所長

（生涯学習課）中野課長

（保健給食課）大賀課長

（文化財課） 白坂課長

４ 議 案

５ 報 告

番号 件名 説明者

議案第１号
宮崎市立小中学校の通学区域に関する規則の一部

改正について
学校教育課長

議案第２号 宮崎市立学校管理規則の一部改正について
教育情報研修

センター所長

番号 件名 説明者

報告第１号 新型コロナウイルス感染症に係る対応について 教育局長

報告第２号
令和２年度第３回宮崎市いじめ防止対策委員会の

報告について
学校教育課長

報告第３号 事故等の報告について 学校教育課長
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西田教育長 それでは定刻になりましたので、ただ今から、第１回教育委員会

定例会を開会いたします。なお、本日は、畠山教育委員が欠席とな

っております。本日の傍聴者はおりません。

それでは、会次第「２ 会議録署名人の指名」です。本日の会議

録の署名人は、私西田と、柳田教育委員を指名させていただきたい

と思いますが、よろしいでしょうか。

委員 異議なし。

西田教育長 会次第「３ 行事報告等」に入ります。１ページをお開きくださ

い。

「（１）教育長報告」「（２）委員報告」、「（３）教育局長報告」で

すが、今回は報告案件はございません。

次に、「（４）各課行事報告等」は記載のとおりですが、①学校教

育課行事にございます「令和２年度第３回宮崎市いじめ防止対策委

員会」については、後ほど議事の中で報告をいたします。

これまでの報告に対する質問や、各行事に参加された委員の方で

お気づきになった点やこれからの課題、また感想等ありましたら、

お願いいたします。

委員 なし。

西田教育長 それでは、ないようですので、「４ 議事」に入らせていただき

ます。２ページをご覧ください。本日、議案が２件でございます。

はじめに、３ページをお開きください。議案第１号「宮崎市立小

中学校の通学区域に関する規則の一部改正について」、説明をお願

いします。

牧野学校教育課長 「宮崎市立小中学校の通学区域に関する規則の一部改正につい

て」、説明いたします。

「宮崎市立小中学校の通学区域に関する規則」は、宮崎市立小学

校及び中学校の通学区域について必要な事項を定めたものであり

ます。本議案は、宮崎広域都市計画事業松小路土地区画整理事業に

伴い、佐土原町下田島地区の一部が町丁名変更となりますことか

ら、規則の改正をお諮りするものでございます。説明は以上です。

西田教育長 ただいま説明のありました、議案第１号について、ご質問はござ

いませんか。

委員 なし。

西田教育長 質問がないようでしたら、議案第１号「宮崎市立小中学校の通学

区域に関する規則の一部改正について」、ご承認いただけますでし

ょうか。

委員 異議なし。

西田教育長 ご承認ありがとうございます。次に、５ページをお開きください。

議案第２号「宮崎市立学校管理規則の一部改正について」、説明を

お願いします。

冨田教育情報研修セ

ンター所長

それでは、資料の５ページをお開きください。議案第２号は、宮

崎市立学校管理規則の一部改正についてです。次の６ページをご覧

ください。宮崎市学校管理規則では、第４６条から第４６条の８ま

でで各学校に配置する主任等の規定がございます。今回、第４６条

の８の「学力向上・授業改善推進リーダー」の次に、第４６条の９

として、「教育の情報化推進リーダー」を新設するものです。これ

は、令和３年度から全ての小・中学校で、統合型校務支援システム

が本格的に稼働することに加えて、ＧＩＧＡスクール構想における
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児童生徒一人一台の端末を活用した学習活動が展開されることに

なっております。それに伴って、各学校の教職員の業務効率化と情

報機器の活用能力及び児童生徒の情報活用能力の向上を目指し、Ｉ

ＣＴの効果的な活用を中心にした学校における教育の情報化を積

極的に推進する責任者を置く必要があるためです。議案第２号の説

明については以上です。

西田教育長 ただいま説明のありました、議案第２号について、ご質問はござ

いませんか。

柳田教育委員 第４６条の９が加わったということですか。

冨田教育情報研修セ

ンター所長

はい。今までは、第４６条の８まででしたが、第４６条の９を新

設し、教育の情報化推進リーダーを置くという条文を追加すること

になります。

西田教育長 他にご質問はありませんでしょうか。

委員 なし。

西田教育長 それでは、議案第２号「宮崎市立学校管理規則の一部改正につい

て」、ご承認いただけますでしょうか。

委員 異議なし。

西田教育長 それでは、これより非公開といたします。

西田教育長 ご承認ありがとうございます。以上で、議案は承認されました。

次に報告でございます。

７ページをご覧ください。本日、報告が３件でございます。報告

第１号「新型コロナウイルス感染症に係る対応について」、報告第

２号「令和２年度第３回宮崎市いじめ防止対策委員会の報告につい

て」、報告第３号「事故等の報告について」でございますが、こち

らについては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条

第７項により、非公開としたいと思いますが、いかがでしょうか。

委員 異議なし。

西田教育長 それでは、ここで非公開を解除します。

次に、会次第「５ その他」に移らせていただきます。委員の皆

さまから、情報提供等がありましたら、お願いいたします。

柳田教育委員 ２点お聞きしてよろしいでしょうか。新聞を読んでまして、一つ

は、３０人学級制の導入のこと、もう一つは、健康診断の簡略化と

いうところです。１月１３日の新聞ですが、学校医が高齢で感染を

避けるという理由で、学校での健康診断の項目が簡略化されるとい

うことが書かれていました。答えられる範囲で構いませんので、お

願いします。

大賀保健給食課長 本年度の学校健診については、順調に終了しておりますので、特

に問題はないと思います。感染症については、先生方も心配してお

られましたが、問題なかったようです。新入学健康診断につきまし

ては、学校で受けられなかった子どもたちが３５人いましたが、そ

の子たちについては、個別に医療機関で健診を受けて、新入学に備

えて下さいということで電話連絡をしたところです。

野口学校施設課長 国から来年度から令和７年度の５年間で、３５人学級を実施する

という通知がありました。宮崎市としましては、現在も小学校１・

２年生は３０人で、３年生から６年生までを３５人にしていくとい

うことですので、国のスケジュールに合わせた形で、市では教室等

の施設の対応、県では教師の確保などの対応をしていくということ

で、遅れる事がないように対応していきたいと思います。
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柳田教育委員 現状で、小学校で教室が足りないところがあれば、中学校のほう

で教室が余ってるところもあるので、学校によってずいぶん大きな

差があると思います。

野口学校施設課長 仰るとおりで、学校によって余っている教室が沢山あるところも

あれば、ほぼないところもあります。今、考えているのは、多目的

教室や、少人数教室などを普通教室に転用したいということで考え

ております。ただ、それでも足りない学校もありますので、それに

ついては、プレハブの教室を作りまして、対応していきたいと思っ

ております。

西田教育長 他にご質問はよろしいでしょうか。

委員 なし。

西田教育長 それでは、次に、会次第「６ 次回教育委員会について]、事務

局から説明をお願いします。

川辺企画総務課長 次回の教育委員会の開催でございますが、２月１０日（水）の１

３時４０分から教育委員会室において、予定しておりますのでよろ

しくお願いいたします。

西田教育長 ただ今説明のありました日時で、委員会を開催いたしますので、

よろしくお願いいたします。

続きまして、会次第「７ 行事予定」について、事務局から説明

をお願いします。

川辺企画総務課長 （ 行事予定 ）

西田教育長 以上をもちまして、第１回定例会を終了します。


